
中山町社会体育施設等の使用申請手続きにおける調整及び優先確保に 

関する要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和５２

年条例第８号。以下「条例」という。）第２条に規定する施設（以下「社会体育

施設」という。）及び中山町立学校体育施設開放事業実施要綱（平成２５年教委

告示第９号。以下「実施要綱」という。）第３条に規定する施設（以下「学校体

育施設」という。）を公平かつ有効に活用するため、使用申請手続きにおける調

整の基準並びに競技大会、イベント及び地域のスポーツ振興等のために施設を使

用する際の優先的な確保に関する手続き等について必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 施設 社会体育施設及び学校体育施設 

⑵ 競合 同一期間内に受け付けた施設使用申請の使用施設及び使用時間が重複

すること。 

⑶ 調整 施設使用申請が競合した場合に、申請の内容等により許可する者を決

定すること（条例施行規則（平成６年教委規則第３号）第３条第３項及び実施

要綱第９条第２項の調整を含む。）。 

⑷ 優先確保 競技大会又はイベント等の開催のために使用許可申請受付以前に

優先的に施設を確保すること。 

（調整の基準） 

第３条 調整は別表に掲げる優先順位により判断することとし、優先順位が同順位

の場合は、使用人数、使用時間、使用頻度、及びこれまでの使用実績等により、

公平性及び施設の有効活用の観点から判断することとする。ただし、中山町教育

委員会教育長（以下「教育長」という。）が特に事情があると認めた場合はこの

限りでない。 

（優先確保の申請及び許可） 

第４条 施設を優先確保しようとする者は、使用日の６箇月前又は当該年度の前年



度の１月４日のいずれか遅い方から使用月の前々月末までの間又は教育長が認め

た期間内に教育長へ中山町社会（学校）体育施設優先確保申請書（様式第１号）

に次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 

⑴ 大会要項等の使用内容の詳細がわかる書類 

 ⑵ その他教育長が必要と認める書類 

２ 優先確保の申請ができる者はそれぞれ当該各号に掲げる者とする。ただし、教

育長が特に事情があると認めた場合はこの限りでない。 

⑴ 社会体育施設 使用の内容が別表に掲げる優先順位第１位から第８位に該当

する者 

⑵ 学校体育施設 実施要綱第６条の規定により許可を受けた団体で、使用の内

容が別表に掲げる優先順位第１位から第３位に該当する者 

３ 優先確保の申請が競合した場合は第３条の規定を準用する。 

４ 教育長は、第１項の規定により提出された申請書類を審査し、許可をしたとき

は中山町社会（学校）体育施設優先確保許可書（様式第２号）を交付するものと

する。この場合において、学校体育施設にかかる申請は当該施設の学校長と協議

のうえ、許可するものとする。 

５ 教育長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付けることができる。 

６ 第４項の規定により許可を受けた者は条例施行規則第３条第１項又は実施要綱

第９条に規定する申請書を使用月の前々月の末日までに提出することとする。 

（許可の取り消し） 

第５条 教育長は、前条第４項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれか

に該当するときは、優先確保の許可を取り消し、その他必要な措置を講ずること

ができる。 

⑴ この要綱に違反したとき。 

⑵ 虚偽その他不正な手段により優先確保の許可を受けたとき。 

２ 前項の規定による優先使用の許可の取消し等により生じた損害について、教育

長はその責を負わない。 

（補則） 

第６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 



この告示は、令和３年１月１日から施行する。 

別表（第３条、第４条関係） 

 

優先順位 使用の内容 

１ 町又は教育委員会が主催又は共催する事業のために使用するとき。 

２ 

町スポーツ協会（加盟団体を含む。）又は町スポーツ少年団（単位

団を含む。）が広く町民を対象とするスポーツ大会又はスポーツ教

室に使用するとき。 

３ 
町内にある学校教育法第１条に規定する学校が学校教育活動の一環

として使用するとき。 

４ 国又は県が主催又は共催する事業のために使用するとき。 

５ 

東北又は県規模の競技大会等で、前年度までの開催実績、大会規模、

内容及び日程を考慮し教育長が適当と認める競技大会等の開催のた

めに使用するとき。 

６ 

町スポーツ協会（加盟団体を含む。）又は町スポーツ少年団（単位

団を含む。）が村山地区又は東南村山地区の輪番制により主催又は

主管する大会に使用するとき。 

７ 
その他前年度までの開催実績、大会の規模、内容及び日程等を考慮

し、教育長が適当と認める競技大会等の開催のために使用するとき。 

８ 中山町内の合宿研修施設を利用して施設を使用するとき。 

９ 

町スポーツ協会（加盟団体を含む。）又は町スポーツ少年団（単位

団を含む。）が競技の練習等に使用するとき。この場合において、

下位の順位に対する優先は週３回の使用を基準とする。 

１０ 上記以外の内容において使用するとき。 


